
 

生活支援体制整備事業 第２層生活支援コーディネーター常勤嘱託職員募集要項 

任期付採用職員（職員の産休・育休期間の代替職員） 

（社会福祉法人 大阪市港区社会福祉協議会） 

 

応募資格 （１） 社会福祉士、社会福祉主事任用資格、その他の福祉関係資格があれ 

ば望ましい 

（２） 上記資格がなくても、社会福祉に関する知識が豊富で、地域福祉の推 

進に関し、熱意のある方 

（３） 本事業に期待されている役割を理解し、責任感をもって職務に取り組 

むことができる方 

（４） パソコン（ワード・エクセル）の基本操作ができる方 

（５） 外勤があるため自転車に乗れる方 

給  与 月 給 ２３４，０００円 

※通勤手当 月額５５，０００円を上限に、最長６カ月以内の定期券額を 

      年２回支給 

保険加入 社会保険（健康保険, 厚生年金保険） 

 労働保険（雇用保険、労災保険） 

勤務場所 港区在宅サービスセンター ひまわり（大阪市港区弁天２－１５－１） 

業務内容 （１）区内の高齢者が参加できる活動、利用できるサービスの把握・整理情 

報発信 

（２）高齢者を中心とした集いの場や、助け合い活動などの立上げ・継続等 

への支援 

（３）住民・関係機関による話し合いの場の運営など  

※支援を要する方への直接の相談業務ではなく、地域で活動されているボ 

ランティアや、取組みに関心のある住民、関係機関への支援・調整が中 

心となります。 

募集人員 １名 

雇用期間 令和８年６月１日～令和９年３月３１日 

※ 産休・育休取得者の復帰状況により更新の可能性あり 

※ 試用期間（２か月）あり 

勤務条件 （１）勤  務 週５日（４週８休） 

        ※土曜日は月１回～２回程度勤務でＡ勤のみ         

 （２）勤務時間 Ａ勤 午前９時～午後５時３０分（休憩４５分） 

        Ｂ勤 午前１０時３０分～午後７時（休憩４５分） 

        ※Ｂ勤は月に１～２回程度 

 （３）休  日 日曜日、祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日） 

指定休日 ４週につき４日 

夏季休暇あり（昨年度実績５日） 

 （４）有給休暇 採用より２か月後に年間１５日付与  

選考方法 （１）書類選考  

（２）書類選考の結果により面接試験を行います 

面接場所 大阪市港区弁天２－１５－１ 

（在宅サービスセンター ひまわり） 

応募方法 担当者まで電話連絡のうえ、封筒に履歴書（JIS 規格、顔写真添付）、職務経歴

書を封入し、下記採用担当者あて郵送または持参してください。面接の日程を調

整させていただきます。※封筒には必ず「第２層生活支援コーディネーター常勤

嘱託任期付採用職員求人応募書類在中」と明記してください。 



 

応    募 

問い合わせ先 

社会福祉法人 大阪市港区社会福祉協議会 

〒５５２―０００７ 大阪市港区弁天２－１５－１ 

電話：０６－６５７５－１２１２ 

採用担当者：地域支援担当係長 久保（くぼ） 

 


